
誓 約 書 

 

一般社団法人 HiBD 研究所 代表理事 様 

 

 

私は、当研究所で行う研究活動および公的研究費の管理運用において、以下の事項を遵守

することを誓約いたします。 

 

記 

 

1. 当研究所で行う全ての研究活動において、当研究所が定める研究に関する行動規範を常

に念頭に置き行動すること。 

 

2. 全ての研究活動において、当該研究費の配分機関が定める規程、使用ルールおよび関係

法令、および当研究所が定める「公的研究費取扱規程」「研究活動不正行為防止規程」等

を遵守すること。 

 

3. 前各号に違反したと認定された場合には、当研究所や配分機関等の定めによる処分を受

けるとともに、研究者氏名およびその調査内容の公表について同意すること。 

 

以上 

 

平成   年   月   日 

 

   

    氏名（自署）                     

 

  



一般社団法人HiBD研究所における研究に関する行動規範  

 

一般社団法人HiBD研究所（以下「法人」という。）は、学術研究の信頼性と公共性を担保

し、学術研究業務に対する国民の信頼を確保するため、研究活動を遂行する上での行動と

公的研究費の管理運用に関する行動規範を定める。 法人の研究者等は、これを誠実に実行

しなければならない。  

【研究活動】  

１ 研究者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に

努め、研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払わ

なければならない。  

２ 研究者は、研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・

技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解し、適切に行動しなければならない。  

３ 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告等の過程において、本規範の趣

旨に沿い、誠実に行動しなければならない。研究者は研究成果を論文等で公表すること

で、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならな

い。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、捏造、改ざん、盗用等の不

正行為を為さず、また絶対に加担してはならない。  

４ 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持

も自らの重要な責務であると自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環

境の質的向上、並びに不正行為抑止の教育啓発に積極的・継続的に取り組むものとする。  

５ 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言等において、個人と組織、ある

いは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応し

なければならない。  

【公的研究費の管理運用】  

１ 研究者等は、公的研究費を公正かつ効率的に使用しなければならない。  

２ 研究者等は、公的研究費の使用に当たり、関係する法令・通知及び法人が定める規程等、

並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。  

３ 研究者等は、研究計画に基づき、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければな

らない。また、事務職員は、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行

わなければならない。  

４ 研究者等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用を未然に

防止するよう努めなければならない。  

５ 研究者等は、公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において国民の疑惑や不信を

招くことのないよう公正に行動しなければならない。  

６ 研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知識

習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。  


